
「大分県佐賀関の大規模火災に関する特別相談窓口」を開設いたします。 

 

経済産業省は、令和7年 11月 18日大分市佐賀関の大規模火災に関して、大分

県大分市に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者

支援措置を行います。 

 

津久見商工会議所でも日本商工会議所から依頼を受け、「特別相談窓口」を開設い

たしますので、支援やご相談をご希望の方はご連絡をお願いいたします。 

 

津久見商工会議所 中小企業相談所（0972-82-5111） 

 

 

経済産業省の示す支援対応の概要は以下の通りです。（経済産業省HPより抜粋） 

●特別相談窓口の設置 

●災害復旧貸付等の実施 

●セーフティネット保証4号の適用 

●既往債務の返済条件緩和等の対応 

●小規模企業共済災害時貸付の適用 

 

 

本件の詳細につきましては、下記URLより経済産業省のホームページをご確認く

ださい。 

 

経済産業省 

https://www.meti.go.jp/press/2025/11/20251120005/20251120005.html 

 

 

 


